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　学校保健安全法第11条に基づき行うものです。
心身の健康状態を把握し、必要に応じて保健指
導・助言を行います。安心して入学できるよう、
受診をお願いします。
◆対象者　平成30年（2018年）４月２日～平成

31年（2019年）４月１日生まれの人
◆費用　無料 
◆注意事項

◦保護者同伴でお願いします。
◦歯磨きを済ませ、着脱が容易な上下分かれた

服装でお越しください。
◦当日体調不良により欠席する場合は、学校へ

連絡をお願いします。
◦転出の予定がある場合は、お問い合わせくだ

さい。

◆日時・場所

菊陽中部小学校 10月29日㈫ 午後１時20分
　　～１時50分

菊陽南小学校 10月22日㈫ 午後１時40分
　　～１時55分

菊陽北小学校 11月28日㈭ 午後１時10分
　　～１時30分

武蔵ケ丘小学校 11月８日㈮ 午後１時30分
　　～１時50分

菊陽西小学校 10月18日㈮ 午後１時30分
　　～１時50分

武蔵ケ丘北小学校 10月22日㈫ 午後１時30分
　　～２時

問 学務課　学校教育係　☎（232）4918

就学時健康診断を行います
令和７年度小学校新入生対象

　対象者へ、次の２種類の書類を送付しています。
①物価高騰対応重点支援給付金（新たに住民税非

課税となる世帯）
②定額減税補足給付金（調整給付）
　「支給要件確認書」または「支給確認書」を受
け取った人は、10月31日㈭までに必要書類を添
付し返送するか、オンラインで申請することで、
給付金を受け取ることができます。
　①の対象者で、令和５年12月２日以降に転入
した人、令和６年６月４日以降に生まれた子や別
世帯で扶養している子がいる人は、申請が必要で
すので、「申請書」をご提出ください。
　また、既に申請している場合でも、添付書類の
不備などで、福祉課から連絡（電話、メール、郵
便）をしている場合があります。その場合も10月
31日㈭までに対応が必要となります。

申問 福祉課　地域福祉係　☎（232）4913

各種給付金の申請は
お済みですか

　学童保育の令和７年４月入所の申し込みを
受け付けます。
　新１年生の保護者へは、各小学校で行われ
る就学時健康診断で、入所申込書などを配布
します。また、下記ＱＲコードからもダウン
ロードできます。
　詳しくは、お問い合わせください。

問 ＮＰＯ法人 子育てサポート学童クラブきくよう
　 事務局　☎（237）6835

令和７年度学童保育
の新規入所申込書を
配布します

福祉課から給付金の対象者へ

　子どもの預かりや送迎を提供する人を養成する講座
です。支援を求めている人に、力を貸してください。
◆日時　①10月25日㈮　午前９時～午後３時
　　　　②10月31日㈭　午前10時～正午
　　　　③11月８日㈮　午後１時～３時
　　　　④11月11日㈪　午前10時～正午
　　　　⑤11月20日㈬　午後１時～４時30分
　　　　⑥11月22日㈮　午前10時～正午
　　　　⑦11月29日㈮　午前９時30分～午後１時
◆場所　総合体育館
◆内容　最新の子育てに関する知識や技術の習得
◆対象者　子どもの預かりや送迎のボランティアの希

望者および現会員（当日申し込み可）
◆申込方法
　右記ＱＲコードか電話で申し込む
◆申込期限　10月18日㈮

申問 町社会福祉協議会　人参推進係
　　 町ファミリー・サポート・センター
　　 ☎（232）4824

ファミリー・サポート
協力会員養成講座

支給対象の拡充に伴い、　　　　　　　
次に当てはまる人は手続きが必要です
①新規申請が必要な人

◦子が高校生年代のみで、児童手当などを受給
していない人

◦所得上限額の超過により、児童手当などを受
給していない人

②増額申請が必要な人
◦児童手当などを受給しており、高校生年代の

子の手当を、過去に菊陽町で受給したことが
ない人

③確認書の提出が必要な人
◦第３子加算の算定基準となる大学生年代の子

の、生計費などを負担している人
◆申請方法　窓口または郵送で申請する
◆申請期限　10月31日㈭

※期限を過ぎると、12月より遅れての支給と
なります。

※令和７年３月31日㈪までに申請した場合、
令和６年10月分までさかのぼって支給します。

◆その他
◦新制度移行に伴い、児童手当年間支払通知書

を廃止します。支払額の証明が必要な人は、
お問い合わせください。

申問 子育て支援課　子育て支援係　☎（232）2202

10月から児童手当制度が変わります
児童手当法一部改正により支給対象が拡充

問 危機管理防災課　防災安全係　☎（232）2110

　気象庁・ 消防庁による全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）を利用した、全国一斉の緊急地震速
報訓練を行います。防災行政無線の放送に合わせ、
次の行動を行ってください。
◆日時　11月５日㈫　午前10時頃
◆内容　次の安全行動を１分程度行ってください。

　①姿勢を低くする　②体や頭を守る
　③揺れが収まるまで動かない

◆放送内容　〈緊急地震速報チャイム〉
「緊急地震速報。大地震です。大地震です。こ
れは訓練放送です」（３回繰り返す）

※気象状況によっては、訓練放送を中止します。

緊急地震速報訓練を
行います

現行 ～９月分（10月支給）まで～

➡
拡充後 ～10月分（12月支給）から～

支給対象児童 15歳の年度末まで（中学校卒業程度） 18歳の年度末まで（高校卒業程度）
所得制限 所得制限あり 所得制限なし

第３子以降加算額 月額１万５千円 月額３万円
子のカウント対象 18歳の年度末までの子 22歳の年度末までの子

支払月 年３回（２月、６月、10月） 年６回（偶数月）

詳しくはこちら

詳しくはこちら→

申し込みはこちら

令和７年度に小学校へ入学予定の子どもを対象に、
10～11月に就学時健康診断を行います。対象の
家庭には、９月に案内を送付しています。

１分程度

訓練は３つの安全行動を“その場”で行うだけ！


